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〇
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議
会
臨
時
議
会
の
招
集 
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政　
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一

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号

　

次
の
事
件
の
た
め
、
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
一
日
、
宮
城
県
議
会
臨
時
会
を
仙
台
市
に
招
集
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
五
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
小
鯖
漁
港
桟
橋
等
災
害
復
旧
工
事
）

三　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
後
馬
場
地
区
海
岸
等
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
）

四　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
沖
の
田
地
区
海
岸
護
岸
災
害
復
旧
工
事
）

五　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
荒
砥
地
区
海
岸
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
）

六　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
五
間
堀
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
八
））

七　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
旧
砂
押
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
）

八　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
石
巻
市
新
蛇
田
Ａ

－

二
街
区
地
区
災
害
公
営
住
宅
新
築
工
事
）

九　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
石
巻
市
新
蛇
田
Ｄ
街
区
地
区
災
害
公
営
住
宅
新
築
工
事
）

十　

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
七
ヶ
浜
町
菖
蒲
田
浜
地
区
災
害
公
営
住
宅
新
築
工
事
）

十
一　

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
宮
戸
地
区
海
岸
堤
防
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
二
））

十
二　

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
寒
風
沢
地
区
海
岸
堤
防
等
災
害
復
旧
工
事
）

十
三　

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
塩
釜
漁
港
桟
橋
災
害
復
旧
工
事
）

十
四　

工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
鮎
川
漁
港
岸
壁
等
災
害
復
旧
工
事
）

十
五　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
宮
城
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）

十
六　

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
五
年
度
宮
城
県
一
般
会
計
補
正
予
算
）

十
七　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
災
害
廃
棄
物
処
理
施
設
建
設
工
事
等
を
含
む
災
害
廃
棄
物
処
理
業
務
（
亘
理
名

取
地
区
（
亘
理
町
））
の
委
託
契
約
の
変
更
）

十
八　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
災
害
廃
棄
物
処
理
施
設
建
設
工
事
等
を
含
む
災
害
廃
棄
物
処
理
業
務
（
亘
理
名

取
地
区
（
山
元
町
））
の
委
託
契
約
の
変
更
）

十
九　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
宮
戸
地
区
海
岸
堤
防
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
宮
戸
地
区
海
岸
堤
防
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
三
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
一　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
宮
戸
地
区
海
岸
堤
防
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
四
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
二　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
渡
波
漁
港
防
波
堤
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
三　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
女
川
漁
港
岸
壁
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
四　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
泊
（
歌
津
）
漁
港
防
波
堤
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
五　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
狐
崎
漁
港
防
波
堤
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
六　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
女
川
漁
港
物
揚
場
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
七　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
渡
波
漁
港
護
岸
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
八　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
福
貴
浦
漁
港
防
波
堤
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

二
十
九　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
伊
里
前
漁
港
防
波
堤
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
志
津
川
漁
港
防
波
堤
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
一　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
志
津
川
漁
港
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
二　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
志
津
川
漁
港
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
二
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
三　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
白
浜
地
区
海
岸
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
四　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
長
塩
谷
・
立
神
地
区
海
岸
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
五　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
富
士
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
六　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
谷
川
地
区
海
岸
護
岸
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
七　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
女
川
護
岸
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
八　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
中
貞
山
運
河
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

三
十
九　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
黒
崎
地
区
海
岸
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
大
谷
地
区
海
岸
離
岸
堤
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
一　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
高
城
川
護
岸
改
良
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
二　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
五
間
堀
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
一
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
三　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
五
間
堀
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
二
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）
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四
十
四　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
桜
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
五　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
定
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
三
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
六　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
五
間
堀
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
三
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
七　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
五
間
堀
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
四
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
八　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
五
間
堀
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
五
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

四
十
九　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
東
名
地
区
海
岸
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
三
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
北
上
運
河
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
三
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
一　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
定
川
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
四
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
二　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
南
北
上
運
河
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
三　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
横
須
賀
地
区
海
岸
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
二
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
四　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
網
地
島
地
区
海
岸
等
護
岸
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
五　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
気
仙
沼
港
岸
壁
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
六　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
塩
釜
港
区
防
波
堤
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
七　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
塩
釜
港
区
桟
橋
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
八　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
塩
釜
港
区
上
屋
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

五
十
九　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
仙
台
港
区
物
揚
場
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

六
十　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
気
仙
沼
港
岸
壁
等
災
害
復
旧
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

六
十
一　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
防
潮
堤
等
建
設
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

六
十
二　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
女
川
港
防
波
堤
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
四
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

六
十
三　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
防
潮
堤
建
設
工
事
（
そ
の
一
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

六
十
四　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
防
潮
堤
建
設
工
事
（
そ
の
二
）
の
請
負
契
約
の
変
更
）

六
十
五　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
仙
台
塩
釜
港
石
巻
港
区
防
潮
堤
災
害
復
旧
工
事
（
そ
の
二
）
の
請
負
契
約
の

変
更
）

六
十
六　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
亘
理
町
荒
浜
地
区
災
害
公
営
住
宅
（
仮
称
）
新
築
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

六
十
七　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
石
巻
市
吉
野
町
一
丁
目
地
区
災
害
公
営
住
宅
新
築
工
事
（
そ
の
一
）
の
請
負

契
約
の
変
更
）

六
十
八　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
石
巻
市
吉
野
町
一
丁
目
地
区
災
害
公
営
住
宅
新
築
工
事
（
そ
の
二
）
の
請
負

契
約
の
変
更
）

六
十
九　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
石
巻
市
黄
金
浜
地
区
災
害
公
営
住
宅
新
築
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

七
十　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
石
巻
市
黄
金
浜
北
地
区
災
害
公
営
住
宅
新
築
工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
）

七
十
一　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）

七
十
二　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
県
営
住
宅
の
明
渡
請
求
等
に
係
る
訴
え
の
提
起
）

七
十
三　

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て
（
交
通
事
故
に
係
る
和
解
及
び
損
害
賠
償
の
額
の
決
定
）
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